
徳
島
県
規
則
第
二
十
六
号

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
た
だ
し
書
中
「
、
設
備
施
工
科
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
電
気
環
境
シ
ス
テ
ム
科
及
び
徳

島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
設
備
施
工
科
、
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
理
容
科
の
項
の
項
名
を
「
ヘ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
科

」
に
改
め
、
同
項
中
「
二
〇
人
」
を
「
一
五
人
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
美

容
科
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
在
職
者
訓
練
を
除
く
。
）

職
業
能
力
開
発
校
の
名
称

訓

練

科

訓
練
生
の

訓
練
期
間

訓
練
開
始
の

定
員

時
期

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

電
気
シ
ス
テ
ム

一
五
人

一
年

四
月

科メ
タ
ル
ワ
ー
ク

一
五
人

一
年

四
月

ス
科

ヘ
ア
ビ
ジ
ネ
ス

五
人

一
年

四
月

科
ダ
ブ
ル
ラ
イ

セ
ン
ス
コ
ー
ス

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

カ
ラ
ー
ク
リ
エ

一
五
人

一
年

四
月

イ
ト
科

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

電
気
設
備
エ
ン

一
五
人

一
年

四
月

ジ
ニ
ア
科

伝
統
建
築
科

一
五
人

一
年

四
月

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
別
表
第
一
の
一
の
表
の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
入
校
す
る
者
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
入
校
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
改
正
）

３

徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「

「

理
容
科
又
は
美
容
科

ヘ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
科
の

の
訓
練
を
担
当
す
る

訓
練
を
担
当
す
る
者

者
を
除
く
。

を
除
く
。

別
表
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
項
中

を

理
容
科
又
は
美
容
科

ヘ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
科
の

の
訓
練
を
担
当
す
る

訓
練
を
担
当
す
る
者

者
に
限
る
。

に
限
る
。

」

に
、
「
金
属
技
術
科
、
電
気
環
境
シ
ス
テ
ム
科
、
自
動
車
整
備
科
、
住
宅
建
築
科
、
設
備
施
工
科

」
、
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
塗
装
科
又
は
木
工
技
術
科
」
を
「
自
動
車
整
備
科
、
電
気
シ
ス
テ
ム
科
、

メ
タ
ル
ワ
ー
ク
ス
科
、
カ
ラ
ー
ク
リ
エ
イ
ト
科
又
は
伝
統
建
築
科
」
に
、
「
電
気
環
境
シ
ス
テ
ム
科
、

住
宅
建
築
科
、
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
塗
装
科
、
木
工
技
術
科
、
理
容
科
又
は
美
容
科
」
を
「
ヘ
ア

ビ
ジ
ネ
ス
科
、
電
気
シ
ス
テ
ム
科
、
カ
ラ
ー
ク
リ
エ
イ
ト
科
又
は
伝
統
建
築
科
」
に
、
「
機
械
技
術
科

、
金
属
技
術
科
、
自
動
車
整
備
科
、
設
備
施
工
科
又
は
電
気
工
事
科
」
を
「
自
動
車
整
備
科
、
メ
タ
ル

ワ
ー
ク
ス
科
又
は
電
気
設
備
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
」
に
改
め
る
。


